
（平成２３年７月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 14 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 43 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 32 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 4359 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月から 56 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年 10 月から 56 年３月まで 

    私が 20 歳になった昭和 54 年＊月頃はＡ市（現在は、Ｂ市）に住んで

おり、父と一緒に市役所に行き国民年金の加入手続を行ったと思う。55

年３月頃に家族でＣ町に引っ越した時には住所変更の手続をした。保険

料は送られてきた納付書で各期１万円前後の金額を役所の窓口で納付し

ていた。申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、20 歳になった昭和 54 年＊月頃にＡ市で国民年金の加入手続

を行い、保険料は送られてきた納付書により市役所で納付したとしている。

このことについて、申立人は 55 年３月 26 日にＡ市からＣ町に転入してい

ることが戸籍の附票により確認できること、及び申立人の国民年金手帳記

号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から 55 年 12 月頃

に払い出されたと推認されることから、申立人はＣ町で国民年金の加入手

続を行ったと考えられ、申立期間のうち、55 年４月から 56 年３月までの

期間については、国民年金手帳記号番号の払出時点からすると、国民年金

の加入手続をした際に当該期間の納付書が交付されているものと推認され

る上、申立人が 12 か月と短期間である当該期間の保険料を納付できなか

った特段の事情は見当たらない。 

一方、申立期間のうち、昭和 54 年 10 月から 55 年３月までは、国民年

金手帳記号番号の払出時点からすると、保険料を遡って納付する期間とな

るが、申立人は、保険料を遡ってまとめて納付した記憶は無いとしており、

当委員会においてオンライン氏名検索等により調査した結果でも申立人に



                      

  

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

また、申立人が昭和 54 年 10 月から 55 年３月までの国民年金保険料を

納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保

険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 55 年４月から 56 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4365 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年 10 月から 59 年２月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年 10 月から 59 年２月まで 

             ② 昭和 59 年４月 

             ③ 昭和 60 年 10 月 

             ④ 昭和 63 年５月 

             ⑤ 昭和 63 年８月及び同年９月 

    私は、ねんきん特別便が来て未納期間があることが分かった。私が

20 歳になった昭和 57 年＊月頃に母が国民年金の加入手続をした。国

民年金保険料は、申立期間①は母がＡ銀行Ｂ支店で、申立期間②及び

⑤のうち９月分は私と父がＣ町のＤ社会保険事務所（当時）に行き父

が納付し、申立期間③、④及び⑤のうち８月分は私が勤めていた会社

の給与から差し引かれていた。申立期間①から⑤までの保険料が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、その母が国民年金の加入手続を行い、

申立期間①の国民年金保険料を納付したと主張しているところ、その母

が所持している昭和 57 年 10 月及び 59 年１月の給与明細書の裏面には、

それぞれ当時記載されたとみられる支出先及び金額が記載されており、

その中に 57 年 10 月から同年 12 月までの期間及び 59 年１月から同年３

月までの期間の保険料を納付したことを示す記述がされていることから、

申立期間を含む 57 年 10 月から 59 年３月までの保険料を納付していた

可能性がうかがえる上、申立期間は 17 か月と比較的短期間である。 

    しかしながら、昭和 59 年３月については、厚生年金保険被保険者期



                      

  

間であり、国民年金被保険者となり得る期間でないことが明らかである。 

 

  ２ 申立期間②及び⑤のうちの昭和 63 年９月について、申立人は、その

父がＣ町のＤ社会保険事務所で国民年金保険料を納付したと主張してい

るが、申立期間②及び⑤当時のＤ社会保険事務所はＣ町ではなくＥ町に

所在していた上、申立人の父は既に他界しており、申立人は保険料の納

付に直接関与していないことから納付状況は不明である。 

 

３ 申立期間③、④及び⑤のうちの昭和 63 年８月について、申立人は、

勤務していた会社の給与から国民年金保険料が差し引かれたと主張して

いるが、申立人が申立期間前に勤務していた会社では、国民年金保険料

を給与から差し引くことは無かったとしている。 

 

     ４ 申立人が申立期間②から⑤までの国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付した

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 57 年 10 月から 59 年３月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 

 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4366 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年７月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59 年７月から 61 年３月まで 

    私は、ねんきん特別便で未納期間があることを知った。申立期間の国

民年金保険料は、昭和 61 年 10 月頃に保険料納付のハガキが来たので、

私の妻が申立期間の保険料を納付した。申立期間が未納となっているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年 10 月に国民年金集合徴収（年金相談）案内状が来

たので、その妻が一括して国民年金保険料 13 万 6,860 円納付したと主張

しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の

被保険者の資格取得時期及びＡ市の被保険者名簿の資格取得欄から 61 年

４月頃に払い出されたと推認され、その時点では、申立期間は現年度納付

及び過年度納付により保険料を納付することが可能な期間である。 

   また、その妻は、国民年金集合徴収（年金相談）案内状が送達された昭

和 61 年 10 月頃、社会保険事務所（当時）に内容の確認を行い、その時に

申立期間の国民年金保険料を納付したと主張しているところ、その時点で

は申立期間の保険料は過年度納付することが可能な期間であり、申立期間

の保険料をまとめて納付したとするその妻の保険料は、申立期間は納付済

みである上、21 か月と比較的短期間である申立期間の保険料を納付でき

なかったとする特段の事情が見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4369 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年１月から同年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、私が、夫の国民年金保険料と

一緒に納付したはずである。申立期間が未納となっていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料については、申立人が、その夫の

国民年金保険料と一緒に納付したとしているところ、申立人の国民年金手

帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から昭和 44 年

４月頃に払い出されたと推認されることから、申立期間は保険料を納付する

ことが可能な期間である。 

また、申立人は、国民年金被保険者資格を取得した昭和 44 年４月から

国民年金第３号被保険者となった月の前月の平成７年３月までの期間につ

いて、申立期間の前後を含め、申立期間以外の期間の国民年金保険料を全

て納付していることから、納付意識は高かったものと考えられ、申立人と

一緒に納付したとしているその夫は納付済みである上、申立人が３か月間

と短期間である申立期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5920 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日は、平成６年５月６日であると

認められることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、平成５年５月から６年４月までの標準報酬月額については、５年

５月から同年９月までは 30 万円、同年 10 月から６年４月までは 28 万円

とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成５年５月 31 日から６年７月 16 日まで 

   平成５年４月 13 日から６年７月 15 日まで株式会社Ａに勤務していた

が、厚生年金保険被保険者記録は、５年４月 13 日から同年５月 31 日ま

での１か月だけの加入となっている。厚生年金保険には、６年７月の退

職日まで加入していたと思うので、厚生年金保険の被保険者記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録により、申立人は、申立期間において株式会社

Ａに継続して勤務したことは確認できる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、申立人の株式会社Ａにおける

厚生年金保険被保険者資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった日（平成５年５月 31 日）の後の平成６年５月６日付けで、遡

って５年５月 31 日と訂正されている上、同年 10 月１日の定時決定の記録

が取り消されていることが確認できる。 

また、上記のとおり、当該事業所は、平成５年５月 31 日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなった旨の処理が行われているが、同日に被保険者

資格を喪失している者の中には、同日以降の異なる日付で資格を喪失した

旨の記録が６年５月９日付けで遡及して訂正処理されている者が複数存在

している上、５年５月 31 日以降の日付で被保険者資格を取得した記録が、



                      

  

６年５月６日付けで取り消されている者も複数確認でき、さらに、当該事

業所の被保険者に係る健康保険証の回収日の記録についても、６年５月以

降となっている。 

なお、商業登記簿謄本によると、申立人に係る上記の訂正処理を行った

平成６年５月６日に株式会社Ａは法人であることが確認できることから、

厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人について、平成５年５月

31 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な

理由は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められず、申立人の

株式会社Ａにおける資格喪失日は、当該処理が行われた６年５月６日であ

ると認められる。 

また、平成５年５月から６年４月までの標準報酬月額については当該訂

正処理前のオンライン記録から、５年５月から同年９月までは 30 万円、

同年 10 月から６年４月までは 28 万円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち平成６年５月６日から同年７月 16 日までの期間

については、申立人は給与明細書等を保有していない上、複数の元同僚か

らは、６年５月以降の給与について厚生年金保険料の控除が確認できない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5923 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は申立期間①について、船員保険被保険者であったことが認め

られることから、申立人のＡにおける被保険者記録のうち、申立期間①

に係る資格喪失日（昭和 20 年 10 月１日）及び資格取得日（昭和 21 年

１月１日）を取り消すことが必要である。 

  なお、申立期間①の標準報酬月額については、100 円とすることが妥

当である。 

  

２ 申立人は申立期間②について、船員保険被保険者であったことが認め

られることから、申立人のＡにおける被保険者記録のうち、申立期間②

に係る資格喪失日（昭和 24 年８月１日）及び資格取得日（昭和 24 年

11 月１日）を取り消すことが必要である。 

  なお、申立期間②の標準報酬月額については、9,000 円とすることが

妥当である。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 20 年 10 月１日から 21 年１月１日まで 

             ② 昭和 24 年８月１日から同年 11 月１日まで 

    昭和 20 年９月から 26 年４月末まで、Ａ（後に、Ｂ）に勤務し、同運

営会管理下の船舶名・Ｃ、Ｄ（Ｅ株式会社所有）、Ｆ、Ｇ、Ｈに二等航

海士として乗船勤務したが、申立期間の船員保険の被保険者記録が無い

ので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人提出の船員手帳の記録、具体的な勤務に

関する申立内容及び申立人とともにＩ校卒業後、Ａに採用され、申立期

間①及び②に船員保険の加入記録がある複数の同期生の供述から、申立

人は、20 年９月 25 日にＡ校を卒業し、翌 26 日にＡに船員として採用

され、自宅待機で予備船員であった期間を経て、21 年１月 26 日から、

申立期間①を含め、Ｊ船及びＫ船に乗組船員として乗船していたことが

認められる。 



                      

  

一方、オンライン記録では、申立人は、昭和 20 年 10 月１日にＡにお

ける船員保険の被保険者資格を喪失してから、21 年１月１日において

資格を再取得するまでの期間について、船員保険の被保険者記録が無い。 

しかしながら、申立人の船員保険被保険者台帳（旧台帳）では、申立

期間①に係る資格喪失及び取得記録は確認できず、申立人の被保険者記

録が当該期間もＡにおいて継続して被保険者であることが確認できる上、

申立人とともにＩ校を卒業し、Ａに採用され、一緒に乗船勤務したとす

る複数の同僚の船員保険の被保険者記録も供述どおり継続した記録とな

っていることが確認できる。 

これらのことから、社会保険事務所（当時）において、申立人の年金

記録の管理が適切に行われていなかったものと認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

Ａは申立人が昭和 20 年９月 26 日に船員保険の被保険者資格を取得し、

26 年４月 30 日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったこ

とが認められる。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、船員保険被保険者台帳

の被保険者記録から、100 円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間②について、前述のとおり、申立人提出の船員手帳の記録、

具体的な勤務に関する申立内容及び複数の同期生の供述から、申立人は、

Ｊ船及びＫ船に乗組船員として乗船していたことが認められる。 

一方、オンライン記録では、申立人は、昭和 24 年８月１日にＡにお

ける船員保険の被保険者資格を喪失してから、同年 11 月１日において

資格を再取得するまでの期間について、船員保険の被保険者記録が無い。 

しかしながら、申立人の船員保険被保険者台帳（旧台帳）では、申立

期間②に係る資格喪失及び取得記録は確認できず、申立人の被保険者記

録が当該期間もＡにおいて継続して被保険者であることが確認できる上、

申立人とともにＩ校を卒業し、Ａに採用され、一緒に乗船勤務したとす

る複数の同僚の船員保険の被保険者記録も供述どおり継続した記録とな

っていることが確認できる。 

これらのことから、社会保険事務所において、申立人の年金記録の管

理が適切に行われていなかったものと認められる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

Ａは申立人が昭和 20 年９月 26 日に船員保険の被保険者資格を取得し、

26 年４月 30 日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったこ

とが認められる。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、船員保険被保険者台帳

の被保険者記録から、9,000 円とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5925 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所（現在は、Ｂ事業

所）における資格取得日に係る記録を昭和 48 年９月 11 日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額に係る記録を７万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年９月 11 日から同年 11 月 21 日まで 

昭和 48 年９月 11 日からＡ事業所に勤務していたにもかかわらず、申

立期間の厚生年金保険の記録が確認できないので、調査の上、厚生年金

保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

元同僚から提出を受けた給与明細書、事業主及び当時の経理担当者の供

述により、申立人が申立期間に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係る昭和 48 年 11

月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から７万 2,000 円とするこ

とが妥当である。 

一方、適用事業所名簿によれば、Ａ事業所は、昭和 48 年 11 月 21 日に

厚生年金保険の適用事業所となっているが、事業主の回答、事業主が提出

したＡ事業所の開設届及び同僚の供述により、申立期間当時から少なくと

も職員が 18 人以上いたことが確認できることから、当時の厚生年金保険

法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、Ｂ事業

所は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務



                      

  

所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められることから、社会

保険事務所は、申立人に係る昭和 48 年９月から同年 10 月までの保険料の

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5928 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ株式会社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和

23 年２月１日、資格喪失日は 24 年１月 25 日、また、Ｂ株式会社におけ

る厚生年金保険被保険者の資格取得日は同年１月 25 日、資格喪失日は同

年５月１日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被

保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、当該期間の標準報酬月額は、昭和 23 年２月から同年 12 月までの

期間は１万円、24 年１月から同年４月までの期間は 8,100 円とすること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23 年２月１日から 24 年５月 31 日まで 

    昭和 23 年２月１日にＡ株式会社に入社し、Ｃ部の技術者の補佐とし

て 24 年５月 31 日まで勤務した。保険料も給料から控除されていたと思

うので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。                  

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間のうち昭和 23 年２月１日から 24 年１月 25 日までの期間に

ついては、申立人が保有しているＡ株式会社の厚生年金保険被保険者証

には、23 年２月１日が資格取得日と記録されている上、同社に係る厚

生年金保険手帳記号番号払出簿では、申立人を含む４人の者について、

資格取得日が 23 年２月１日、事業所名が「Ａ株式会社」として記録さ

れているところ、同払出簿に名前が記録されている同僚は、「申立人は、

申立期間に勤務していた。」と供述していることや、申立期間後に厚生

年金保険被保険者記録が確認できるＤ事業所に勤務する前は、半年ほど

Ｅ事業所内のＦ工場に勤務していたとの申立人の申述内容も踏まえると、

当該期間について、申立人が同社に勤務していたと推認できる。 



                      

  

一方、申立人が勤務していたとされるＡ株式会社に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿等の資料が無く、申立人の被保険者資格の喪失

日について確認できないところ、日本年金機構は、「Ａ株式会社に係る

当該資料が無いのは、昭和 28 年に管轄社会保険事務所（当時）が火災

となり、適用事業所名簿及び被保険者名簿が焼失したためと思われ

る。」としている上、前述の同僚３人についても、前述払出簿に資格喪

失日の記載が無いことが確認できる。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無い

ことの原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿へ

の記入漏れ、被保険者名簿の紛失等の可能性が考えられるが、半世紀を

経た今日において、保険者も被保険者名簿等の完全な復元をなしえない

状況の中で、申立人及び事業主にその原因がいずれにあるのかの特定を

行わせることは不可能を強いるものであり、同人らに、これによる不利

益を負担させるのは相当でないというべきである。 

以上を踏まえて、申立人が申立期間のうち、当該期間に継続勤務した

事実が推認できること、申立てに係る厚生年金保険の記録は、事業主が

その届出を行った後に焼失した可能性が相当高いと認められる一方で、

この推認を妨げる特段の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して

考慮すると、事業主は、申立人が昭和 23 年２月１日に厚生年金保険被

保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったと認め

るのが相当であり、かつ、Ａ株式会社における厚生年金保険被保険者の

資格喪失日は 24 年１月 25 日とすることが妥当であると判断する。 

また、当該期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員

保険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規

定に準じ、昭和 23 年２月から同年 12 月までは１万円とすることが妥当

である。 

申立期間のうち、昭和 24 年１月 25 日から同年５月１日までの期間

については、Ｇ区Ｅ事業所内に所在したＢ株式会社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、同年１月 25 日に被保険者資格を取得

し、同年５月１日に被保険者資格を喪失している申立人と同姓同名かつ

同一生年月日の被保険者記録が確認できる。 

また、申立人は前述のとおり、「Ｈ校に通いながらＥ事業所内にあ

ったＦ工場に半年ぐらい勤務した。」と供述しているところ、当該事業

所で昭和 23 年 10 月２日から 24 年５月１日まで被保険者記録のある同

僚は、「申立人は当該事業所に勤務していた。」と供述している上、同

姓同名かつ同一生年月日の被保険者記録は、65 歳に到達しているにも

かかわらず、基礎年金番号に統合されていないことから、当該被保険者

記録は申立人に係るものであると認められる。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、申立人のＢ株式会社における資格取得

日は昭和 24 年１月 25 日、資格喪失日は同年５月１日であると認められ

る。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿の昭和 24 年１月の記録から、8,100 円とする

ことが妥当である。 

 

 ２ 申立期間のうち、昭和 24 年５月１日から同年５月 31 日までの期間に

ついては、勤務実態を確認できる資料及び申立人が申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給

与明細書等の資料は無い。 

 このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5933 

 

第１  委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額の記録を 44 万円に訂正することが必要である。 

     

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年７月１日から同年 12 月 31 日まで 

株式会社Ａに勤務した期間のうち、平成５年７月から同年 11 月まで

の標準報酬月額が引き下げられている。申立期間の標準報酬月額の記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、44 万円と記録されていたところ、株式会社Ａが適用事業所でなくな

った日（平成５年 12 月 31 日）後の６年２月７日付けで、５年７月に遡っ

て 22 万円に引き下げられ、同年 11 月まで継続していることが確認できる。 

また、オンライン記録により、株式会社Ａの元事業主及びその親族二

人については、申立人と同様に平成６年２月７日付けで４年２月に遡って

標準報酬月額が９万 2,000 円に引き下げられている上、唯一の同僚につい

ても申立人と同様に６年２月７日付けで、５年７月に遡って標準報酬月額

が 22 万円に引き下げられていることが確認できるところ、元事業主の妻

は、「当該遡及訂正処理は、元事業主が行ったと思う。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成６年２月７日付けで行われた遡及訂

正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人について５年７月１日に

遡って標準報酬月額の減額処理を行う合理的な理由があったとは認められ

ない。このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の

申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

44 万円に訂正することが必要であると認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5934 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立期間のうち、平成５年３月１日から８年 10 月１日までの期間に

ついて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期

間の標準報酬月額に係る記録を、５年３月から６年 10 月までは 53 万円、

６年 11 月から７年９月までは 59 万円、７年 10 月から８年９月までは

30 万円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立期間のうち平成７年 10 月１日から９年７月 31 日までの期間に係

る標準報酬月額の記録については、56 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年３月１日から９年７月 31 日まで 

株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間について、給与は約 70

万円が支払われ、平成５年３月１日から６年 10 月 31 日までの期間に係

る給与から、標準報酬月額 53 万円に基づく厚生年金保険料及び同年 11

月１日から９年７月 31 日までの期間に係る給与から、標準報酬月額 59

万円に基づく厚生年金保険料がそれぞれ控除されていたと思うので、５

年３月１日から６年 11 月１日までの期間に係る標準報酬月額に係る記

録を 53 万円、同年 11 月１日から９年７月 31 日までの期間に係る標準

報酬月額に係る記録を 59 万円に訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 



                      

  

１ オンライン記録によると、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険

の標準報酬月額は、申立期間のうち、平成５年３月から６年 10 月まで

は 53 万円、同年 11 月から７年３月までは 59 万円（厚生年金保険法改

正により６年 11 月１日から 59 万円）とされていたところ、７年４月

10 日付けで、５年３月１日に遡って 30 万円に減額訂正されていること

が確認できる。 

また、申立期間のうち、平成７年４月から８年３月までの期間に係る

標準報酬月額は 30 万円とされていたところ、８年４月 30 日付けで、７

年４月１日に遡って９万 8,000 円に減額訂正されていることが確認でき

る。 

さらに、同社における申立期間当時の複数の同僚の標準報酬月額が、

金額は異なるものの、申立人と同様に遡及して訂正されていることが確

認できる上、同僚の一人は「会社の経営は平成４年末から相当悪かっ

た。」と証言し、別の同僚の一人は「社会保険事務所から督促状が届い

ていた。」と証言している。 

加えて、株式会社Ａに係る閉鎖登記簿謄本によると、申立期間当時、

申立人は同社の監査役として登記されていたことが確認できるが、同社

における複数の同僚は、「申立人はＢ部長として勤務していたので、給

与計算及び社会保険事務手続には関与していない。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、当該処理を遡及して行う合理的な理由

は無く、標準報酬月額に係る有効な記録の訂正があったとは認められな

いことから、申立人の標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出たとおり、申立期間のうち、平成５年３月から６年 10 月までは

53 万円、６年 11 月から７年９月までは 59 万円、７年 10 月から８年９

月までは 30 万円に訂正することが必要と認められる。 

なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成８年

10 月 1 日）で９万 8,000 円と記録されているところ、当該処理につい

ては遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、

社会保険事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

 

２ 申立期間のうち、平成８年１月から同年 12 月までの期間について、

申立人が提出している「平成９年度市民税・県民税特別徴収税額の通知

書」の記載から、平成８年中に申立人が納付した社会保険料は 86 万

9,480 円であったと確認できるところ、その金額は標準報酬月額 56 万

円に基づく健康保険・厚生年金保険料額におおむね一致していることか

ら、当該期間について、申立人の給与から標準報酬月額 56 万円に基づ

く厚生年金保険料が控除されていたと認められる。 

また、申立期間のうち、平成７年 10 月から同年 12 月までの期間及び



                      

  

９年１月から同年６月までの期間については、申立人の厚生年金保険料

の控除額を確認できる資料は無いが、株式会社Ａにおいて給与計算及び

社会保険事務手続を担当していた同僚が、「申立期間当時、申立人の給

与額が変更になった記憶は無い。申立期間を通じて、申立人の給与から

控除されていた厚生年金保険料額は変わりなかったと思う。」と供述し

ていること、申立人に係る雇用保険被保険者記録（同社を離職した９年

７月 31 日当時の賃金日額が２万 525 円（同額の 30 日分は 61 万 5,750

円）であったこと）を踏まえると、８年１月から同年 12 月までの期間

と同様、申立人の給与から標準報酬月額 56 万円に基づく保険料が控除

されていたと推認できる。 

したがって、申立期間のうち、平成７年 10 月から９年６月までの期

間に係る標準報酬月額については、56 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主から回答を得られず、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5941 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険被保険者資格喪失日は昭和 63

年５月６日であると認められることから、申立人の申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

  なお、申立期間の標準報酬月額については、41 万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：昭和 62 年 10 月 31 日から 63 年５月６日まで 

Ａ株式会社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 62 年７月１日

以降の給与から厚生年金保険料が控除され、保管していた給料支払明細

書によれば、少なくとも 63 年２月分給与まで、厚生年金保険料が控除

され続けている。 

しかしながら、年金事務所の記録では昭和 62 年 10 月 31 日に資格を

喪失し、それ以降の記録が無い。 

在職中の昭和 63 年 6 月には、自宅に国民年金保険料の納付書が突然

届き、仕方なく遡って申立期間の国民年金保険料の一部を二重に納付し

てきたが、やはり納得できないので、厚生年金保険の記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録により、申立人は申立事業所に昭和 63 年 12 月 31 日ま

で継続して勤務していることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立事業所が適用事業所に該当しなく

なった昭和 62 年 10 月 31 日以降の 63 年５月６日付けで、申立人の厚生年

金保険被保険者資格の喪失日を 62 年 10 月 31 日に遡及して処理されてい

ることが確認できる。 

  さらに、オンライン記録によれば、複数の同僚についても、申立人と同

様に昭和 63 年５月６日付けで、厚生年金保険被保険者記録が遡って取り



                      

  

消されるなどの処理が行われていることが確認できる上、複数の同僚及び

当時の顧問社会保険労務士は、経営が悪化したため給与が遅配し、社会保

険料の滞納があった旨を回答している。 

一方、オンライン記録によれば、申立事業所は昭和 62 年 10 月 31 日付

けで適用事業所ではなくなっているが、商業登記簿謄本により、申立期間

において法人格を有していることが確認できることから、申立期間当時の

厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断でき

る。 

なお、複数の同僚から、申立人はＢ業務をしており、総務や人事、社会

保険関係業務には関わっていなかった旨の回答が得られており、申立人が

当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、当該処理を遡及して

行う合理的な理由は無く、申立人の申立期間に係る資格喪失日について、

有効な処理があったとは認められず、申立人の申立期間に係る資格喪失日

を当該遡及処理が行われた昭和 63 年５月６日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額については、申立人の申立事業所における社会保険事務所（当

時）の記録から、41 万円とすることが必要である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5945 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年８月 28 日から 38 年２月 23 日まで 

             ② 昭和 41 年５月１日から 42 年２月 13 日まで 

    平成 22 年９月頃、脱退手当金受給の有無の確認についてのはがきが

届き、脱退手当金を受け取った覚えが無いので、申立てをした。申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者

期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の５回の

被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となって

いるが、これを失念するとは考え難い。 

また、申立期間②とその直前の昭和 38 年９月６日から 41 年５月１日ま

での脱退手当金未請求の被保険者期間は、同一の被保険者記号番号で管理

されている上、同一の事業所であり、本社一括適用から事業所ごとの適用

に変更となった 41 年５月１日から 42 年２月 13 日までの９か月のみの期

間が請求され、それ以前の 32 か月が未請求となっているのは不自然であ

る。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5951 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人の申立期間（平成 16 年６月 15 日）の標準賞与額に係る記録を

30 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16 年６月 15 日 

    株式会社Ａを退職していたが、同社からの連絡で平成 16 年６月に支

給された賞与の記録が漏れていることを知り、年金事務所に確認したが

記録は無いという回答であった。平成 16 年６月支給の賞与明細を提出

するので、申立期間の標準賞与額に係る厚生年金保険の被保険者記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持している賞与明細及び事業所が保管している賞与計算表に

より、申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与額（30 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、厚生年金保険料を納付していないことを認めている上、事業所

が保管している賞与計算表から平成 16 年６月 15 日において、賞与の支給

を受けた者が申立人を含め９人いることが確認できるが、その９人全ての

厚生年金保険被保険者について、オンライン記録上、当該期間の賞与に係

る記録が確認できないことから、事業主は、当該期間に係る賞与額を届け

出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準賞与額に基

づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5952 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成 10 年 10 月１日から 11 年 10 月１日までの期間に

ついて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申

立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の

標準報酬月額に係る記録を 38 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年 10 月１日から 12 年６月 21 日まで 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間における厚生年金保険の

標準報酬月額が、実際に支払われた給与に見合う標準報酬月額と相違

しているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によれば、申立人の平成 10 年 10 月から 11 年９月ま

での株式会社Ａにおける標準報酬月額については、当初、38 万円と記

録されていたことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録により、事業主を除いた全在籍者５人

（申立人を含む。)が平成 10 年 11 月 27 日付けで資格を喪失した後、う

ち４人が同年 12 月３日付けで当該資格喪失記録及び同年 10 月の標準報

酬月額定時決定記録を取り消された上、標準報酬月額が減額訂正されて

おり、申立人の標準報酬月額も、20 万円に記録訂正されていることが

確認できる。 

また、当時取締役であった者は、「社会保険料の未払で督促状が届い

ていた。事業主から、廃業届を出し国民年金に切り替えたい旨の話があ

ったが、社員は拒否した。社会保険事務や給与支払に係る事務は事業主

が行っていた。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成 10 年 12 月３日付けで行われた取

消・訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行っ

た当該処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認めら



                      

  

れない。 

このため、当該訂正処理の結果として記録されている申立人の平成

10 年 10 月から 11 年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出た 38 万円に訂正することが必要と認められる。 

なお、当該訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成 11 年 10

月１日）で 20 万円と記録されているところ、当該処理については上記

訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険

事務所の処理が不合理であったとは言えない。 

 

２ 申立期間のうち、平成 11 年 10 月１日から 12 年６月 21 日までの期間

について、申立人は「給与が下がってはいなかったので、標準報酬月額

も 38 万円のはずである。」と主張しているところ、申立人が提出した

預金通帳の写しから、11 年４月から 12 年６月までの振込額はほぼ 33

万円程度で継続していることが確認できるものの、上記取締役が提出し

た 10 年 11 月分及び同年 12 月分の「諸給与支払内訳明細書」により、

申立人の給与から控除された厚生年金保険料は、標準報酬月額 20 万円

に係る額に相当する１万 7,350 円、手取支給額は 33 万 2,357 円であっ

たことが確認できる上、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料が給与から控除されたとする事情等は見当たらない。 

また、申立人のオンライン記録に遡って標準報酬月額に係る記録の訂

正が行われた形跡もうかがえないほか、申立人が主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料の給与からの控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①のＡにおける厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、

昭和 48 年９月７日であると認められることから、申立期間の資格喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 48 年６月及び同

年７月は４万 8,000 円、同年８月は６万 4,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①昭和 48 年６月 30 日から同年９月７日まで 

②昭和 52 年２月 21 日から同年３月１日まで 

    Ａに勤務していた申立期間①及び株式会社Ｂに勤務していた申立期間

②に係る厚生年金保険の記録が無い。申立期間の給与明細書を添付する

ので、両申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人提出の給料明細書、雇用保険の被保険者

記録及び複数の同僚の供述から、申立人は申立期間においてＡに勤務し、

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

  一方、事業所別被保険者名簿により、Ａが厚生年金保険の適用事業所

でなくなった日(昭和 48 年７月 30 日)以降の昭和 49 年４月 26 日に、申

立人の 48 年８月の随時改定を取り消した上で、同年６月 30 日付けで被

保険者資格を喪失した処理を行っていることが確認できる。 

  また、事業所別被保険者名簿により、昭和 49 年４月 26 日に当該事業

所の従業員 25 人の 48 年の定時決定又は随時改定を取り消した上で、48

年６月 30 日又は、同年７月 30 日付けで被保険者資格を喪失した処理を

行っていることが確認できる。 

さらに、申立期間当時の同僚の記録等により、当該事業所が適用事業

所ではなくなった昭和 48 年７月 30 日以降においても、当該事業所が適



                      

  

用事業所としての要件を満たしていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について昭和 48 年６月 30 日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は

雇用保険の記録における離職日の翌日である 48 年９月７日であると認

められる。 

また、昭和 48 年６月及び同年７月の標準報酬月額については、申立

人に係る申立事業所の事業所別被保険者名簿の記録から、４万 8,000 円、

同年８月は６万 4,000 円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間②については、申立人から提出された株式会社Ｂの給料支払

明細書により、申立人は同社に入社した昭和 49 年１月から、退社した

52 年２月まで厚生年金保険料を給与から控除（当月控除）されている

ことが認められる。 

しかしながら、申立人の同社における雇用保険の離職日は、昭和 52

年２月 21 日となっており、月末まで勤務していたことが確認できない

上、申立人は「いつ退職したかは覚えていないが、月末までは在籍して

いなかった。」と供述しており、申立人の申立期間②に係る勤務実態に

ついて、確認することができない。 

一方、厚生年金保険法では、第 19 条において「被保険者期間を計算

する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からそ

の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」とされていることか

ら、申立期間である 52 年２月は厚生年金保険の被保険者期間とはなら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集してきた関係資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式

会社）Ｃ支店における資格取得日に係る記録を昭和 42 年７月５日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を３万 3,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年７月５日から 43 年７月４日まで 

    厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、昭和 42 年７月にＡ株

式会社本社から同社Ｄ所に異動した際の申立期間が欠落していること

が判明した。昭和 39 年５月から平成 12 年 11 月に定年退職するまで途

中退社したことはない。申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出したＡ株式会社の表彰状及び事業主が提出した人事カード

並びに雇用保険被保険者記録等により、申立人が申立期間においてＡ株式

会社Ｄ所に継続して勤務していたことが認められる。 

また、事業主は、「当時の関係資料が保管されていないため、届出及び

保険料の納付については不明であるが、申立人は人事カードの記録のとお

り申立期間当時は当社Ｄ所に勤務していた。当時、Ｄ所は、厚生年金保険

の適用事業所となっていなかったため、Ｄ所の社員はＣ支店で被保険者と

していた。」と回答している。 

さらに、Ａ株式会社Ｃ支店に係る事業所別被保険者名簿において厚生年

金保険被保険者記録が確認できる６人の同僚は、申立期間当時、申立人が

Ｄ所に勤務していたことを記憶していると供述している上、当時の上司は

「申立人は、申立期間当時、Ｄ所Ｅ課で自分の部下として勤務してい



                      

  

た。」と回答している。 

加えて、Ａ株式会社Ｃ支店に係る事業所別被保険者名簿において厚生年

金保険被保険者記録が確認でき､同社支店間の異動が確認できる 16 人につ

いては異動の記録に欠落期間は確認できない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｃ支店

に係る事業所別被保険者名簿の資格取得時の記録から、３万 3.000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

(当時)に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5955 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡにおける資格喪失日に

係る記録を平成２年４月１日に訂正し、同年３月の標準報酬月額に係る記

録を 11 万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年３月 31 日から同年４月１日まで 

   Ａには、平成元年４月１日から２年３月 31 日まで勤務したので、厚

生年金保険の資格喪失日は同年４月１日になるはずである。正しい資格

喪失日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、Ａが提出した申立人に係る労働者名簿及び平

成２年３月分の給与台帳（保険料は当月控除）により、申立人が申立期間

において継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給与台帳の保険料控除

額から 11 万 8,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているものの、事業主が提出した申

立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書によると、

資格喪失日は平成２年３月 31 日と届け出られていることから、社会保険

事務所（当時）は申立人に係る同年３月の厚生年金保険料の納入告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5962 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額

に係る記録を平成３年１月から同年６月までは 36 万円、同年７月から４

年 10 月までは 41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から４年 11 月 30 日まで 

厚生労働省の記録によると、平成３年１月から４年９月までの標準報

酬月額は 15 万円、同年 10 月の標準報酬月額は 26 万円となっているが、

誤りと思われるので申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、平成３年１月から同年６月までは 36 万円、同年７月から４年 10 月ま

では 41 万円と記録されていたところ、株式会社Ａが厚生年金保険の適用

事業所でなくなった同年 11 月 30 日以後の５年１月 19 日に、申立人を含

む 36 人の標準報酬月額の記録が遡って訂正されており、申立人について

は、標準報酬月額が３年１月から４年９月までは 15 万円に、同年 10 月は

26 万円に引き下げられていることが確認できる。 

また、申立期間当時、申立人は当該事業所の経理担当であったが、当時

社会保険手続を委託されていた社会保険労務士の「社会保険の決定権限に

ついては社長が有していた。」旨の供述を踏まえると、申立人には社会保

険手続の決定権限は無かったものと推認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、この

ような遡及により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は無く、

有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間に

係る標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、

平成３年１月から同年６月までは 36 万円、同年７月から４年 10 月までは

41 万円に訂正することが必要である。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4357 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年 10 月、同年 11 月、11 年２月から同年 10 月までの

期間及び同年 12 月から 13 年１月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 10 年 10 月及び同年 11 月 

             ② 平成 11 年２月から同年 10 月まで 

             ③ 平成 11 年 12 月から 13 年１月まで 

  私は平成６年１月頃に勤務していた会社を辞め、Ａ市役所で国民年金

の加入手続をした。その年の２月頃にはＢ市の実家に引っ越し、市役所

で住所変更手続をして保険料を納付していた。13 年３月の保険料は納

付期限に間に合わず納付できなかったが、それ以外の期間は納付したは

ずである。申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、平成 13 年３月の保険料は納付期限に間に合わず納付できな

かったが、それ以外の期間は納付したはずだとしている。しかしながら、

オンライン記録により申立期間①直後の 10 年 12 月分は 13 年１月 16 日に、

申立期間②直後の 11 年 11 月分は 13 年 12 月７日に、申立期間③直後の

13 年２月分は 15 年４月１日に納付されていることが確認され、いずれも

納付時点からみて時効直前まで遡って納付されており、その時点では、い

ずれの申立期間も時効により保険料を納付できない期間であると推認され

る。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

なお、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管理

業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式



 

  

文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平

成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間において記録

漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4358 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12 年２月から 13 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12 年２月から 13 年９月まで 

       私はアルバイトをしていた平成 12 年２月頃にＡ市役所に国民健康保

険の加入手続に行ったところ、国民健康保険の加入届は国民年金加入届

と一体になっており、国民健康保険と同時に国民年金にも加入したこと

を覚えている。保険料は市役所から送られてきた納付書により納付して

いた。国民健康保険料及び地方税等を合わせると約３万円にもなり生活

が厳しいと思いながら納付していた気がする。申立期間の保険料が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 12 年２月頃に国民健康保険の加入のためにＡ市役所に

行き、その時に同時に国民年金にも加入し、保険料は国民健康保険料及び

地方税等を合わせると約３万円にもなり生活が厳しいと思いながら納付し

ていたとしている。 

しかしながら、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険被保険者記号番

号が付番されており、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調

査したが、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たら

ず、加入手続が不明である上、申立人は申立期間の保険料納付について、

上述のほかには特に覚えていることは無いとしており、保険料の納付状況

が不明である。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

なお、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管理



 

  

業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式

読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平成９

年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間において記録漏れ

や記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4360 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年１月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年１月から 53 年３月まで 

    私の父が障害年金を受給していたこともあり、私が 20 歳になった昭

和 47 年＊月に国民年金の加入手続を母が行い、保険料の納付について

は二人の姉の分と一緒に母が納付していたはずである。申立期間の保険

料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になったときにその母が国民年金の加入手続を行い、

保険料は二人の姉の分と一緒にその母が納付していたとしているが、申立

人の国民年金の加入手続をしたとするその母は、高齢であるため事情を聴

取することができず、これらの状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から昭和 53 年５月頃に払い出されたと推認され、その時

点では、申立期間のうち 47 年１月から 51 年３月までは、時効により保険

料を納付できない期間であり、51 年４月から 53 年３月までは、遡って納

付できた期間であるが、上記のとおり申立人の保険料納付状況は不明であ

る上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査した結果でも

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

さらに、申立人は二人の姉についてもその母が自分の分と一緒に保険料

を納付していたと申述しているが、その頃二人の姉は申立人と同様に未納

となっており、申立人の申述と相違する。 

加えて、申立期間は、75 か月と長期間である上、申立期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほか

に申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た



 

  

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4361 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年 10 月から平成元年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年 10 月から平成元年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続についての記憶は無いが、ある時、昭和

61 年 10 月から平成元年３月までの国民年金保険料の納付書が届いた。

保険料の納付については、母がまとめて納付したはずである。申立期間

が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母が国民年金の保険料を納付したとしているが、その母

はＡ市役所Ｂ支所で 15 万円前後を納付したとするのみであり、申立人は、

国民年金の加入手続を行った記憶は無く、これらの状況が不明である。 

また、申立人は、平成元年４月に払い出された厚生年金保険被保険者記

号番号が基礎年金番号に付番された年金手帳しか所持しておらず、国民年

金手帳を受け取った記憶は無いとしており、当委員会においてオンライン

の氏名検索等により調査した結果でも、申立人に国民年金手帳記号番号が

払い出された形跡は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4362 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年４月から平成元年３月まで 

申立期間の国民年金保険料は、Ａ銀行Ｂ支店（現在は、Ｃ銀行Ｂ支

店）で私が毎月納付した。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料をＡ銀行Ｂ支店で毎月納付したと

しているが、申立人の国民年金の加入時期及び保険料の納付に関する記憶

が明確ではなく、これらの状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、平成元年２月頃に払い出されたと推認され、その時

点では申立期間のうち、昭和 61 年４月から同年 12 月までは時効により保

険料を納付することができない期間であり、62 年１月から 63 年３月まで

は遡って納付する期間となるが、申立人は遡って納付した記憶は無いとし

ている上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間のうち、昭和 63 年４月から平成元年３月までの保険

料は、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された同年２月頃からする

とまとめて納付することとなるが、申立人は毎月納付したとしており、申

立人の申述は当時の取扱いと符合しない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4363 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11 年４月から同年６月までの期間及び同年８月から 14 年

10 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 11 年４月から同年６月まで 

             ② 平成 11 年８月から 14 年 10 月まで 

申立期間の国民年金保険料は滞納していたが、Ａ市役所から呼び出し

を受けて納付勧奨されたため、妻が市役所で現金で分割納付したはずで

ある。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、滞納していた国民年金保険料をその妻がＡ市役所で現金で分

割納付したとしている。 

しかしながら、Ａ市は、当時、同市役所において「国民年金の集合徴

収」を行い、過年度分の保険料を現金で収納していたとしており申立人の

申述と合致するものの、オンライン記録によると、申立期間②直後の平成

14 年 11 月から 15 年２月までの期間を 16 年 12 月９日に現金で納付した

こと及び時効直前まで遡って納付されていることから 16 年 12 月の時点で

は、申立期間①及び②は時効により保険料を納付することができない期間

である。 

   また、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管理

業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式

文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平

成９年１月に基礎年金番号制度が導入されており、申立期間において記録

漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連



 

  

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4364 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年 11 月から平成４年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年 11 月から平成４年３月まで 

申立期間の国民年金保険料は、母が加入手続をして納付したはずであ

り、申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、その母が国民年金の加入手続をして保険

料を納付したはずであるとしているが、その母の申立人に係る国民年金の

加入手続及び保険料の納付に関する記憶が明確ではなく、申立人は国民年

金の加入手続及び保険料の納付に関与していなかったことから、これらの

状況が不明である。 

また、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険被保険者記号番号が付番

されており、申立期間は国民年金の未加入期間と推認され、制度上保険料

を納付することはできない期間である上、当委員会においてオンラインの

氏名検索等により調査したが、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4367（事案 1977 及び 2974 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年 12 月から 48 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年 12 月から 48 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、昭和 49 年頃、子供が小学生になった

ことから自分の老後のことも考えて国民年金に加入し、特例納付で納付

した。６年と数か月で金額については７万円前後であったと記憶してい

る。Ａ市役所で納付したはずであり、その期間が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭

和 55 年７月の時点では、申立期間の国民年金保険料を第２回特例納付に

より納付することができないなどとして、既に当委員会の決定に基づく平

成 21 年６月 22 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われて

いる。 

また、申立人は、特例納付により国民年金保険料を納付したのは１回だ

けであると記憶しているところ、国民年金被保険者台帳（旧台帳）及びＡ

市の国民年金被保険者台帳によれば、昭和 48 年４月から 52 年 12 月まで

の保険料を第３回特例納付により納付したことが確認できるものの、申立

人は、49 年末に特例納付した記録が無いことに納得できないと主張して、

再申立てを行っているが、申立人の主張は当委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情とは認められず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更

すべき事情も見当たらないとして、平成 22 年３月 29 日付け年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は新たな証拠及び証言は無いものの、委員会の判断の理由

に納得できないとして申し立てているが、当委員会において、昭和 48 年



 

  

度及び 49 年度の国民年金手帳記号番号払出簿を調査した結果、申立人に

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらず、ほかに委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできな

い。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4368 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年８月から平成２年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年８月から平成２年３月まで 

    私は、母から、私が大学４年生になる少し前の平成元年３月頃に、母

の同僚であるＡ市役所の職員から私の国民年金の加入を勧められ手続を

したと聞いている。その際、11 万円から 12 万円程度の保険料を母が納

付したので、申立期間を保険料納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人が大学４年生になる少し前の平成元年３月頃に、その

母が同僚のＡ市役所の職員から申立人の国民年金の加入を勧められて、そ

の母が申立人の加入手続をし、その際、11 万円から 12 万円程度の国民年

金保険料をその母が納付したとしている。しかしながら、申立人が所持す

る年金手帳には、初めて被保険者となった日が「平成２年４月１日」と記

載され、オンライン記録も同記録となっていることから、申立期間は、国

民年金の未加入期間と推認され、制度上申立期間の保険料を納付すること

はできない期間である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、平成３年４月から同年５月頃に払い出されたと推認

されることから、当該時点においては、申立人が大学を卒業した後の２年

４月から３年３月までの期間は遡って保険料を納付することが可能な期間

であり、オンライン記録では、当該期間が保険料納付済みとなっていると

ころ、当該期間の保険料額は 10 万 800 円であることから、申立人は、こ

のことと申立期間の保険料を納付したこととを混同している可能性も否定



 

  

できない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4370 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年３月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年３月から 54 年３月まで 

    昭和 54 年２月から３月頃、Ａ市役所から「国民年金の一括納付が認

められるのは、これが最後です。」という文面の通知が届いた。私は

妻に相談し一括納付することを決め、国民年金の加入手続を行い、届

いた 51 年３月からの未納分の納付書を持って、Ａ銀行Ｂ支店（現在は、

Ｃ銀行Ｂ支店）かＤ信用金庫Ｅ支店の預金から給料の数か月分を下ろ

し、Ａ銀行Ｂ支店かＤ信用金庫Ｅ支店か農協のいずれかの金融機関で、

30 万円前後の国民年金保険料を一括で納付したはずである。申立期間

の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年２月から３月頃、国民年金の加入手続を行い、届

いた申立期間の納付書を持って、Ａ銀行Ｂ支店かＤ信用金庫Ｅ支店の預金

から給料の数か月分を下ろし、国民年金保険料を納付したはずであるとし

ている。しかしながら、申立人は、保険料を納付した場所をＡ銀行Ｂ支店

かＤ信用金庫Ｅ支店か農協のいずれかとするなど納付場所、納付書の枚数

等についての記憶が明確でなく納付状況が不明である。 

   また、申立人は、30 万円前後の国民年金保険料を一括で納付したと申

述しているが、申立人が納付したとする時点で、申立期間の保険料納付に

必要な保険料額は、申立期間うち昭和 51 年３月から同年 12 月までの 10

か月間の保険料額が４万円（第３回特例納付）、その後の 52 年１月から

54 年３月までの 27 か月間の保険料額が６万 3,360 円、その合計額は 10

万 3,360 円であり、申立人の申述と大きく相違する。 

   さらに、申立人は、一括で納付したのは、申立期間に係る保険料のみと



 

  

しているところ、Ｆ市作成の国民年金保険料納付台帳によると、申立人及

びその妻の二人分の昭和 54 年度の保険料７万 9,200 円（１か月当たり

3,300 円×12 か月×２人）が同年６月 18 日に一括で納付された記録があ

り、申立人はこの納付分と混同している可能性がある。 

   加えて、申立人は、国民年金手帳に記載された資格取得年月日「昭和

51 年３月６日」まで遡って保険料を納付していると主張しているが、こ

の資格取得年月日は、加入手続時期及び保険料の納付の始期にかかわらず、

強制加入の初日まで遡及して記載されるものであることから、保険料納付

の始期を示すものではない。 

   このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4371 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年７月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年７月から 61 年３月まで 

私が 20 歳の時、父が国民年金の加入手続及び保険料の納付をしてく

れた。結婚後、私が保険料の納付をするようになったが、申立期間の前

後の期間の国民年金保険料は納付しており、また、申立期間当時の生活

や夫の職業などにも変化は無く、申立期間だけ納付していないというこ

とは無い。さらに、申立期間について、国民年金は未加入となっている

が、国民年金の資格喪失の手続を行ったことは無い。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚後、申立期間の前後の期間の国民年金保険料は納付して

おり、また、申立期間当時の生活やその夫の職業などにも変化が無いので、

申立期間だけ納付していないということは無いとしているが、申立人は、

国民年金保険料の納付に関する記憶が明確でなく、これらの状況が不明で

ある。 

また、申立人は、申立期間について、国民年金は未加入となっていると

ころ、国民年金の資格喪失の手続を行ったことは無いとしている。しかし

ながら、申立人が所持する年金手帳の「国民年金の記録」では、昭和 57

年７月 22 日に国民年金の資格を喪失し、その後、61 年４月１日に国民年

金の資格を取得したことが記載されており、また、国民年金被保険者台帳

（旧台帳）にも、申立人が 57 年７月 22 日に国民年金の資格を喪失したこ

とが記載されており、これはオンライン記録と一致している。これらのこ

とから、申立期間は未加入期間と推認され、制度上保険料を納付できない

期間である上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査した



 

  

が、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらな

い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5921 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 大正８年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 20 年８月 25 日から 21 年６月 20 日まで 

  終戦直後の昭和 20 年８月からＡ株式会社Ｂ支店に勤務したが、厚生

年金保険被保険者記録は、21 年６月 20 日から同年７月 25 日までの１

か月の加入期間となっている。厚生年金保険の被保険者資格取得日を

20 年８月 25 日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の元同僚の供述から、期間の特定はできないが、申立人が申立期

間において、Ａ株式会社Ｂ支店に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、同社の事業を承継した株式会社Ｃからは、申立人の雇用

期間及び厚生年金保険の被保険者資格取得時期については、当時の資料が

無いため不明であるとの回答があった。 

また、当該事業所において申立人と同日に被保険者資格を取得した元同

僚は、｢入社当初は仮採用の時期があり厚生年金保険に加入していなかっ

た。｣と供述している。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳及び当該事業所に係る

健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、申立人は、当該事

業所において昭和 21 年６月 20 日に被保険者資格を取得していることが確

認でき、遡及訂正等の不合理な処理の形跡は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5922 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年５月１日から 53 年７月 21 日まで 

    昭和 39 年２月 12 日から 51 年４月 30 日まで、株式会社Ａに勤務した

後、同年５月１日から 53 年７月 20 日まで、同社の関連会社であるＢ株

式会社に勤務し、Ｃ業務に従事したが、申立期間の厚生年金保険の被保

険者記録が無いので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 51 年５月１日から 53 年７月 20 日まで、Ｂ株式会社に

勤務し、給与から厚生年金保険料を控除されていたが、申立期間における

厚生年金保険の被保険者記録が無いと申し立てている。 

   しかしながら、株式会社Ａの当時の上司は、「申立人は、昭和 51 年当

時、株式会社Ａが業績悪化したのに伴い希望退職者を募った際、申立人が

希望退職に応じなかったことから、その対応策として申立人については、

株式会社Ａから給与の支払を行うという雇用条件で、Ｄの納入先であるに

Ｅに出向し、Ｆ業務に就いていた。」と供述しているところ、申立人の雇

用保険の加入記録は、株式会社Ａの記録として、資格取得日は昭和 39 年

２月 12 日、離職日は 53 年７月 20 日であることが確認できる。 

また、適用事業所名簿の記録によると、株式会社Ａの厚生年金保険の新

適日は昭和 31 年９月１日、全喪日は 51 年５月１日であることから、申立

期間については適用事業所ではない期間となる。 

一方、Ｂ株式会社は昭和 59 年８月１日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっている上、当時の事業主は、「事業所は既に解散しており、当時

の人事関係資料等も保管していないため、申立内容の全てに関して不明で

ある。」と供述していることから、申立人の申立期間における勤務の実態



  

及び厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

   また、申立期間当時にＢ株式会社で被保険者記録のある 13 人に同僚照

会し、回答のあった 11 人全員が申立人の申立期間における勤務の実態及

び厚生年金保険料の給与からの控除については「不明」と供述している。 

   さらに、申立期間におけるＢ株式会社に係る事業所別被保険者名簿に申

立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番も無いことから、申立人に

係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたことは考え難い。 

   このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い上、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5924 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年６月 26 日から平成６年１月 21 日まで 

「株式会社Ａ」に昭和 62 年６月 26 日から勤務していたにもかかわら

ず、平成６年１月 21 日からの厚生年金保険の記録しか確認できないの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出を受けた給与明細書及び同僚の供述により、申立期間の

うち昭和 62 年８月以降に申立人が「株式会社Ａ」に勤務していたことは

確認できる。 

しかしながら、申立人から提出を受けた給与明細書により、昭和 62 年

７月から平成５年 12 月までの厚生年金保険料が控除されていないことが

確認できる。 

また、事業主から提出を受けた健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認及び標準報酬決定通知書により、平成６年１月 21 日に厚生年金保険

の被保険者資格を取得したことが確認でき、雇用保険の被保険者資格取得

日と一致していることが確認できる。 

さらに、元同僚に照会したものの、申立人の厚生年金保険の加入及び厚

生年金保険料の事業主による申立人の給与からの控除などをうかがわせる

供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険料の給与からの控除について確認できる関連資料及び周

辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5926 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年１月１日から同年 10 月１日まで 

    平成５年１月から同年９月までの標準報酬月額の記録が８万円になっ

ているが 88 万円（厚生年金保険の上限額 53 万円）の間違いではないか。

正常な記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立期間の標準報酬月額については、当初、53

万円とされていたところ、平成６年２月 22 日付けで、５年１月に遡って

８万円に引き下げられていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社に係る登記簿から、申立人が申立期間におい

て、当該事業所の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は「当該事業所の社会保険事務の手続は、自分が行ってい

た。」と供述していることから、当該標準報酬月額の減額訂正については、

申立人が関与していたものと認められるところ、申立期間に係る平成６年

２月 22 日付けの処理に関しても、社会保険事務所（当時）が事業主であ

った申立人の同意を得ずに、又は申立人の一切の関与も無しに、無断で処

理を行ったものと認めることはできない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する

責任を負っている代表取締役として自らの標準報酬月額に係る記録訂正処

理の無効を主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における

標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5927 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年 10 月１日から 42 年６月１日まで 

    Ａ株式会社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、直前の標準報

酬月額より低くなっている。標準報酬月額が下がっていることに納得で

きないので記録を訂正してほしい。         

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社におけ

る厚生年金保険の標準報酬月額は、昭和 40 年 10 月の定時決定の５万

2,000 円から、41 年 10 月の定時決定において３万 9,000 円に減額されて

おり、申立人は、当時の勤務状況からみても標準報酬月額が下がるとは考

えられないと主張している。 

   しかしながら、申立人の申立期間に勤務記録がある者 102 人のうち、昭

和 41 年 10 月の定時決定における標準報酬月額が、直前の随時改定又は定

時決定された標準報酬月額より低くなっている者が 41 人、変わらない者

が 36 人いることが確認でき、申立人の標準報酬月額のみが同僚の取扱い

と異なり、低額であるという事情は見当たらない上、当時の同僚の一人は、

当時一時的に会社の景気が悪くなったため、会社からの協力要請により一

部残業代の支払が行われないことがあったとしている。 

また、Ａ株式会社は、申立期間に係る給与額及び厚生年金保険料の控除

額が分かる賃金台帳等の資料は保管していないとしていることから、申立

人の申立期間の報酬月額及び保険料控除額について、確認することができ

ない。 

さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か



  

らの控除額を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5929（事案 4969 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58 年 10 月 21 日から 62 年４月１日まで 

    申立期間は、有限会社Ａに勤務しており、給料から厚生年金保険料を

控除されていたと思うので、前回申立てを行ったが、認められなかった

ことに納得できない。当時、株式会社ＢとＣ契約を締結しており、会社

発行の健康保険証でないと契約ができなかったので、厚生年金保険に加

入しているはずだ。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 前回の申立てについては、雇用保険の被保険者記録及び同僚の供述に

より、申立人が申立期間において有限会社Ａに勤務していたことが認め

られるものの、ⅰ）有限会社Ａが、申立期間の途中の昭和 59 年３月１

日から加入しているＤ基金の記録では、申立人の加入員資格取得日が、

オンライン記録と同じ 62 年４月１日となっていること、ⅱ）同社は、

申立人の厚生年金保険料の控除等については不明としている上、当時の

同僚からも申立人の保険料の給与からの控除について供述を得られない

こと、ⅲ）申立期間直前の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原

票の記録は、被保険者資格喪失日が 58 年 10 月 21 日で、健康保険証の

返納日は同年 10 月 29 日と記録されていること、及びⅳ）Ｅ市は、申立

期間の全期間に国民健康保険の加入記録があるとしている上、オンライ

ン記録によると、申立期間の全てが国民年金の被保険者期間であり、そ

のうちの一部が保険料の申請免除期間となっていることなどから、既に

当委員会の決定に基づく平成 23 年２月 16 日付け年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 



  

 

２ 今回、申立人は、「当時、株式会社ＢとＣ契約を締結しており、当該

契約は、会社発行の健康保険証でなければ契約できなかったので厚生年

金保険にも加入しているはずだ。」と主張しているが、株式会社Ｂは、

「Ｃ契約締結は、有効期限内の国民健康保険証、会社等発行の健康保険

証、共済組合の健康保険証、運転免許証、パスポートのいずれでも可能

である。」と回答しており、当該契約が必ずしも会社発行の健康保険証

を所持していたという理由にはならない。 

また、雇用保険の被保険者記録から申立人が申立期間において勤務し

ていたことは確認できるものの、申立期間直前の有限会社Ａに係る健康

保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、申立人の厚生年金保険の資

格喪失日は、昭和 58 年 10 月 21 日で、健康保険証返納日は同年 10 月

29 日となっている上、Ｅ市役所は「申立人の申立期間の全期間につい

て国民健康保険の加入記録がある。」と回答している。 

さらに、申立人からは新たな資料の提出は無い上、改めて複数の同僚

に照会したが、新たな証言も得られず、このほかに委員会の当初の決定

を変更すべき事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被保

険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5930 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年頃から 39 年６月 30 日まで 

           ② 昭和 56 年８月１日から 58 年頃まで 

  Ａ株式会社に 30 年間勤務したが、同社での厚生年金保険の加入期間

が短いので、申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。         

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間①については、Ａ株式会社提出の役員名簿に申立人は昭和

27 年２月に入社し、56 年２月に辞任と記載されていることから、申立

期間①に申立人は同社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社は、昭和 39 年６月 30 日に厚生年金保険に

加入し、同年６月 30 日より前は未加入であったとしているところ、適

用事業所名簿及びオンライン記録では、同社は同年６月 30 日から適用

事業所になっていることから、申立期間①について、同社は適用事業所

ではなかったことが確認できる。 

また、複数の同僚からは、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料

の事業主による給与からの控除について供述を得られない。 

 

   ２ 申立人は、申立期間②について、Ａ株式会社に勤務していたと主張

しているが、同社提出の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書に記載の申立人の資格喪失日は、昭和 56 年８月１日であり、同社

に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録と一致する。 

また、照会した同僚からは申立人の申立期間②に係る勤務実態及び厚

生年金保険料の事業主による給与からの控除について供述を得られず、



  

Ａ株式会社に係る事業所別被保険者名簿では、申立期間②に申立人の氏

名は見当たらず、健康保険証の番号に欠落も無い。 

 

３  申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5931 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年９月１日から 43 年７月１日まで 

    申立期間は、Ａ株式会社又はＢ株式会社に勤務し、給与から厚生年金

保険料が控除されていたと思うので、厚生年金保険の被保険者であった

と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社に係る事業所別被保険者名簿から確認できる複数の同僚の供

述により、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ株式会社は、法務局において登記簿謄本が確認できず、

同社に係る事業所別被保険者名簿に記載された事業主は所在不明であるこ

とから、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の給与から

の控除について確認することができない上、同社の関連会社と推認できる

Ｃ株式会社では、Ａ株式会社における申立人の当時の勤務実態を確認でき

る労働者名簿等の資料及び当時の厚生年金保険料の給与からの控除を確認

できる関連資料（賃金台帳等）は無いとしている。 

また、Ａ株式会社に係る事業所別被保険者名簿には申立人の氏名は確認

できず、健康保険証の番号に欠落も無い。 

一方、適用事業所名簿によれば、Ｂ株式会社は、昭和 43 年７月１日か

ら厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間については、適用事

業所ではないことが確認できる。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5932 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 10 月１日から同年 12 月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ株式会社に勤務してい

た期間における標準報酬月額が、給与支払明細書における厚生年金保険

料控除額に見合う標準報酬月額を下回っている。申立期間の標準報酬月

額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していた

と認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う

標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することになる。 

申立期間について、申立人が提出した平成３年 11 月分及び同年 12 月分

（翌月控除）の給与支払明細書に記載された保険料控除額に見合う標準報

酬月額は 36 万円であり、オンライン記録上の標準報酬月額 34 万円よりも

高額であるものの、当該期間に係る給与支払明細書から確認できる申立人

の報酬月額に見合う標準報酬月額は 32 万円であることから、特例法によ

る保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5935 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年 10 月６日から 41 年７月 31 日まで 

             ② 昭和 42 年８月１日から 45 年７月 31 日まで 

    年金記録を確認したところ、Ａ株式会社及び株式会社Ｂの厚生年金保

険被保険者期間は脱退手当金として支給されていることとなっていた。

昭和 45 年７月に株式会社Ｂが倒産し、退職したが、自分は脱退手当金

を請求、受給した記憶は無く、納得がいかないので、調査と記録の訂

正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の株式会社Ｂに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱

退手当金の支給を意味する「脱」が丸で囲まれているとともに、申立期間

の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和 46 年１月 19 日に支給決定さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は当時、国民年金や厚生年金保険等の加入期間を通算して、

加入した期間の年金が将来受け取れることをよく知らなかったと供述して

いるところ、申立期間の事業所を退職後、昭和 61 年４月に国民年金の３

号被保険者になるまで国民年金や厚生年金保険等の年金制度の加入歴が無

い申立人が、脱退手当金の支給決定当時、受給しない明確な意思を有して

いたとは考え難い上、申立人から聴取しても請求及び受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当

たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案5936 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年10月２日から37年４月１日まで 

自分は、株式会社Ａを退職後、脱退手当金を請求、受給したことを記

憶しているが、年金記録を確認したところ、同社における昭和34年10月

２日から37年４月１日までの厚生年金保険被保険者期間が脱退手当金と

して支給されたこととなっていた。自分が受給したのは同社における32

年９月１日から33年５月１日までの被保険者期間であるので、調査と記

録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

脱退手当金の支給を意味する「脱」の印が押されているとともに、申立期

間の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格喪失日から約１か月半後の昭和 37 年５月 18 日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、昭和32年９月１日から33年５月１日までの厚生年金保

険被保険者期間に係る脱退手当金を受け取ったとしているが、厚生年金保

険法に基づき脱退手当金の受給権が発生するには24か月以上の被保険者期

間が必要であるところ、申立人の当該期間における被保険者期間は８か月

であることから、申立人は脱退手当金を請求するための被保険者期間を満

たしておらず、当該期間のみで脱退手当金を受給することはできない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5937 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年９月 21 日から 37 年 10 月 16 日まで 

    オンライン記録では、申立期間の厚生年金保険被保険者期間が脱退手

当金を受給した記録になっているが、私は、脱退手当金の制度がある

こと自体も知らなかったし、脱退手当金を請求したことも受領したこ

とも無い。申立期間の厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、Ａ株式

会社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和

38 年１月 25 日に支給決定されており、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が

記載されているページとその前後５ページに記載されている女性のうち、

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 37 年 10 月 16 日）の前

後１年以内に被保険者資格を喪失した 51 人の脱退手当金の支給記録を確

認したところ、29 人に脱退手当金の支給記録があり、うち 24 人が約６か

月以内に支給されており、申立人についてもその委任に基づき事業主によ

る代理請求がなされた可能性があったものと考えられる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給しなかったことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5938 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月１日から 40 年６月１日まで 

  私は、同じ株式会社Ａに勤務していた主人と結婚した後、半年間くら

い、引き続いて勤務したが、母の介護のため、昭和 40 年６月１日に退

職をした。同事業所の厚生年金保険被保険者期間が脱退手当金で処理さ

れているという内容の「確認についてのハガキ」が届いたが、脱退手当

金を受け取った覚えが無いので、申立てをした。調査をして、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人に係る申立事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱

退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期

間に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立事業所に係る申

立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和 40 年 11 月

30 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

 また、申立人に聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5939 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年８月５日から 37 年 10 月 26 日まで 

             ② 昭和 37 年 11 月１日から 42 年８月 26 日まで 

    Ａ株式会社を退職後に厚生年金保険の脱退手当金を受給したが、脱退

手続をしたのは同社に勤務していた期間のみであり、それ以前に勤め

ていた申立期間の被保険者期間については、脱退手当金の請求手続を

行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金支給記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はＡ株式会社を退職後、同社の厚生年金保険被保険者期間に係る

脱退手当金を受給したが、それ以前に勤務した申立期間①及び②に係る被

保険者期間については受給していないと主張しているところ、脱退手当金

支給額の計算の基礎は、受給したとしているＡ株式会社と申立期間①及び

②における被保険者期間の合算であることのほか、この３事業所での厚生

年金保険被保険者手帳記号番号はいずれも同一番号で管理されていたこと

がオンライン記録から確認できる。 

また、申立人は、昭和 42 年 12 月 11 日から 43 年 11 月９日までの厚生

年金保険被保険者期間に係る脱退手当金を受け取ったとしているが、厚生

年金保険法に基づき脱退手当金の受給権が発生するには 24 か月以上の被

保険者期間が必要であるところ、申立人の当該期間における被保険者期間

は 11 か月であることから、申立人は脱退手当金を請求するための被保険

者期間を満たしておらず、当該期間のみで脱退手当金を受給することはで

きない。 

さらに、Ａ株式会社の申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿



  

には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、

申立期間に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、同社における

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月半後の昭和 44 年３月 28 日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5940 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和20年１月１日から22年２月１日まで 

② 昭和22年11月１日から25年７月21日まで 

③ 昭和26年５月10日から28年５月１日まで 

④ 昭和31年11月25日から35年12月30日まで 

日本年金機構より、Ａに勤務していた間の厚生年金保険が脱退手当金

を受給した記録となっている旨のはがきが届いた。私はそのようなもの

を請求していないので納得がいかない。調査と記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給され

たことを意味する「脱 Ｂ」の押印があるとともに、厚生年金保険被保険

者台帳（旧台帳）には、脱退手当金が支給決定されたとする昭和 36 年４

月 13 日より前の同年２月 16 日に、脱退手当金の裁定に必要となる標準報

酬月額等を厚生省（当時）から申立期間に係る脱退手当金の裁定庁に回答

したことが記録されているほか、申立人の脱退手当金は、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日の 35 年 12 月 30 日から約４か月半後に

支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても請求及び受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5942 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年４月１日から 31 年 12 月 31 日まで 

年金事務所の記録では、昭和 32 年１月 31 日に脱退手当金を受給した

ことになっているが、Ａ株式会社Ｂ工場を退職したとき、会社から脱退

手当金の制度の説明を聞いたことも無く、また受給したことも無いので、

厚生年金保険の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の保険給付欄には脱退手

当金の記録が確認できるとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは

無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から１か月後の昭

和 32 年１月 31 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

また、申立期間当時は通算年金制度創設前であり、当時、年金を受給す

るためには厚生年金保険被保険者期間のみで 20 年以上の被保険者期間が

必要であったことを踏まえると、Ａ株式会社Ｂ工場を退職後に厚生年金保

険被保険者期間が無い申立人が、申立期間の脱退手当金を受給することに

不自然さは見当たらない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5943 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年９月 15 日から 30 年２月 10 日まで 

年金事務所の記録では、昭和 32 年３月 22 日に脱退手当金を受給した

ことになっているが、Ａ株式会社を辞めるとき、脱退手当金の制度の説

明を聞いたことも無く、また受給したことも無いので、厚生年金保険の

記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時は通算年金制度創設前であり、当時、年金を受給するため

には厚生年金保険被保険者期間のみで20年以上の被保険者期間が必要であ

ったことを踏まえると、申立人が申立期間の脱退手当金を受給することに

不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の保険給付欄には

脱退手当金の記録が確認できるとともに、脱退手当金の支給額に計算上の

誤りは無い。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5944 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 22 年９月１日から 24 年６月４日まで 

         ② 昭和 25 年８月１日から 27 年１月 20 日まで 

年金事務所の記録では、脱退手当金を受給したことになっているが、

Ａ株式会社を辞めるとき、脱退手当金の制度の説明を聞いたことも無く、

また受給したことも無いので、厚生年金保険の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の保険給付欄には、給付

種類「婚脱」、支給(開始)年月日が記されているとともに、申立期間に係

る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

また、申立期間当時は通算年金制度創設前であり、当時、年金を受給す

るためには厚生年金保険被保険者期間のみで20年以上の被保険者期間が必

要であったことを踏まえると、申立人が申立期間の脱退手当金を受給する

ことに不自然さは見当たらない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5946 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年 11 月 27 日から 36 年 12 月１日まで 

 ② 昭和 36 年 12 月１日から 39 年２月１日まで 

現在、Ａ株式会社Ｂ支社及びＡ株式会社での厚生年金保険被保険者期

間は脱退手当金を受け取ったという記録になっている。しかし、私は脱

退手当金を受け取った記憶が無いので申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票の申

立人が記載されているページとその前後 50 ページに記載されている女性

のうち、申立人が厚生年金保検被保険者資格を喪失した昭和 39 年２月の

おおむね前後２年以内に資格を喪失した者 28 人の脱退手当金の支給記録

を確認したところ、20 人に脱退手当金の支給記録があり、全員が約６か

月以内に支給されていることを踏まえると、申立人についてもその委任に

基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立期間に係る脱退手当金の請求書類として提出された脱退手当

金裁定請求書には、申立人の実家の住所が記載され、昭和 39 年２月 13 日

に申立事業所を管轄する社会保険事務所（当時）に提出された旨が記載さ

れており、当該社会保険事務所では、脱退手当金裁定伺を作成して決裁を

得るなど適正に事務処理を行っていることが確認できる。 

さらに、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手

当金の支給を意味する「脱Ｃ」印が確認できるとともに、申立期間の脱退

手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保検被保

険者資格喪失日から約２か月後の昭和 39 年３月 31 日に支給決定されてい



  

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5947 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年２月４日から 45 年７月 16 日まで 

           ② 昭和 46 年１月４日から同年７月 31 日まで 

現在、Ａ株式会社Ｂ工場とＣ株式会社の厚生年金保険被保険者期間は

脱退手当金を受け取ったという記録になっている。しかし、私は当時、

脱退手当金という言葉も知らなかったし、結婚もまだしていなかったの

で脱退手当金を請求するはずがない。申立期間を厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の事業所別被保険者名簿には脱退手当金が支給されていることを

意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４

か月後の昭和 46 年 11 月 26 日に支給決定されているなど一連の事務処理

に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5948 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年 11 月４日から 35 年９月１日まで 

         ② 昭和 36 年８月１日から 40 年９月 21 日まで 

    年金事務所からの連絡で、脱退手当金を支給された記録になっている

ことを知ったが、脱退手当金をもらった記憶は無いので、厚生年金保険

の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人

が記載されているページとその前後５ページに記載されている女性のうち、

申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失した昭和 40 年９月の前後２年

以内に資格を喪失し、脱退手当金の受給資格がある申立人を含む 37 人の

脱退手当金の支給記録を確認したところ、20 人について脱退手当金の支

給記録があり、うち 17 人が約６か月以内に支給決定されていることを踏

まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がな

された可能性が高いと考えられる。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意

味する「脱」の表示が記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約８か月後の昭和 41 年５月 31 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案5949 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和27年４月５日から29年２月１日まで 

          ② 昭和30年１月10日から32年８月７日まで 

Ａ株式会社に勤めていた昭和27年４月５日から29年２月１日までの期間

及びＢ株式会社Ｃ工場（29年９月Ａ株式会社から名称変更）に勤めていた

30年１月10日から32年８月７日までの期間について、32年11月25日に脱退

手当金として支給されたこととなっているが、この脱退手当金を受給した

覚えは無いので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社及びＢ株式会社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、申立人が被保険者資格を喪失した昭和32年８月の２年前か

ら、Ｂ株式会社Ｃ工場が閉鎖になる33年６月までに当該事業所で資格を喪

失した女性について脱退手当金の支給記録を確認したところ、受給資格の

ある22人のうち、18人に脱退手当金の支給記録が認められ、そのうち16人

については４か月以内に支給が決定されている上、当時は通算年金制度創

設前であったことを踏まえると、申立人についても事業主による代理請求

がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人のＡ株式会社及びＢ株式会社Ｃ工場の両事業所共用の厚生

年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金の支給記録が認められ

るとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月半後の昭和32年

11月25日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5950 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年３月 31 日から同年４月１日まで 

   Ａ区に本社があったＢの販売会社である株式会社Ｃを平成３年３月

31 日に退職したが、厚生年金保険の記録では、同日に資格を喪失した

記録となっている。平成３年の源泉徴収票の退職日は同年３月 31 日と

書かれている。間違いなく同年４月１日が資格喪失日なので、厚生年金

保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された株式会社Ｃの平成３年分給与所得の源泉徴収票に

おいて、申立人の退職日が、同年３月 31 日と記載されていることが確認

できるほか、事業主は「最終出勤日（退職日）の翌日を資格喪失日として

いる。」と供述している。 

しかしながら、申立人は「平成３年３月 31 日は有給休暇等で出勤して

いなかった。」と供述しており、事業主は「申立てどおりの届出を行った

かは不明。」と供述している上、申立人が記憶している同じ職場の３人の

同僚のうち、回答があった一人は「申立人が勤務していたことは間違いな

いが、３年３月 31 日に在籍していたかは不明。」と供述しているところ、

申立人の雇用保険における離職日は、平成３年３月 30 日と記録されてお

り、申立人の申立期間に係る勤務実態について、確認することができない。 

また、事業主は「給与から厚生年金保険料を控除するのは、翌月の給与

からであった。」と供述しているところ、申立人から提出された平成３年

４月の給与支払明細書により、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料が

事業主により給与から控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5956 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年６月 30 日から同年７月１日まで 

Ａには、昭和 45 年６月 30 日まで勤務していたので、厚生年金保険の

資格喪失日は同年７月１日になるはずだ。申立期間（昭和 45 年６月）

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ株式会社から提出された申立人に係る人事記録によると、申立人の臨

時補充員としての任期は昭和 45 年６月 30 日までとなっていることから、

申立期間の勤務が確認できる。 

しかしながら、同社は、申立人の給与から昭和 45 年６月の厚生年金保

険料を控除していたか否かは不明と回答している上、申立人が申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認で

きる給与明細書等の資料も無い。 

また、Ａにおける申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の資

格喪失日は、昭和 45 年６月 30 日となっており、オンライン記録と一致す

る。 

さらに、Ａで厚生年金保険被保険者記録がある申立人の同僚のオンライ

ン記録によると、申立人以外に資格喪失日が末日となっている複数の同僚

が確認できる上、同僚からも申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料等を入手できないなど、申立期間における

厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5957 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 20 年 11 月 20 日から 28 年２月 17 日まで 

             ② 昭和 28 年６月 16 日から同年９月 30 日まで 

             ③ 昭和 28 年 10 月 22 日から 30 年５月２日まで 

厚生労働省の記録では、申立期間に係る脱退手当金が支給されたこと

になっているが、当該脱退手当金は請求しておらず、受給もしていない

ので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、その支給額に計算上の誤りは無い上、申立期

間③に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 30 年

８月 10 日に支給決定されているほか、申立人の申立期間に係る厚生年金

保険被保険者台帳（旧台帳）にも脱退手当金が支給されたことが記載され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5958 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年 10 月 11 日から 42 年６月１日まで 

 平成８年に年金手帳の再交付を受けた時に、脱退手当金が支給されて

いると知らされたが、私は脱退手当金というものをそれまで知らなかっ

たし、受給した覚えは無い。不審に思っていたところ、脱退手当金につ

いてのはがきが来たので、調査してもらいたいと思い申立てをした。記

録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る事業所別被保険者名簿には、脱退手当金が支給

されていることを意味する「脱」表示が記されているとともに、申立期間

に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 42 年６月１日）から約５

か月後の昭和 42 年 10 月 31 日に支給決定されており、支給額に計算上の

誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人に聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5959 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年９月４日から 43 年７月 31 日まで  

② 昭和 43 年 10 月３日から 46 年４月 21 日まで  

③ 昭和 46 年４月 21 日から 47 年５月 26 日まで  

④ 昭和 47 年９月 20 日から同年 10 月 26 日まで       

⑤ 昭和 47 年 10 月 26 日から 48 年１月 25 日まで  

⑥ 昭和 48 年１月 29 日から同年７月９日まで  

⑦ 昭和 48 年 11 月 30 日から 49 年 10 月１日まで 

    厚生年金保険の記録によれば、昭和 50 年１月に脱退手当金が支給さ

れたことになっているが、脱退手当金を請求したことも受け取ったこと

も記憶に無いので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の

請求書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給し

た旨の「脱」表示をすることとされており、申立人が現在も所持している

厚生年金保険被保険者証には、当該表示が確認できることを踏まえると、

申立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは認め難い。 

また、申立人の申立期間⑦に係る事業所別被保険者名簿には、脱退手当

金の支給を意味する「脱」表示が記されているとともに、脱退手当金の支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間⑦に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約４か月後の昭和 50 年１月 28 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても請求及び受給した記憶が無いというほか

に脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5960 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 20 年１月 21 日から同年８月 28 日まで  

② 昭和 24 年 12 月３日から 29 年 12 月 10 日まで  

    厚生年金保険の記録では、昭和 30 年６月にＡ株式会社とＢ株式会社

についての脱退手当金を受け取ったことになっているが、請求したこと

も受け取ったことも記憶に無い。調査の上、正しい記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の保険給付欄には、給付

種類「脱退手当金」、支給（開始）年月日「30.6.25」の記載があり、脱

退手当金の支給額に計算上の誤りが無いなど、一連の事務手続に不自然さ

はうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立

期間である２回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわら

ず、申立期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受

給したために番号が異なっているものと考えるのが自然である上、申立人

から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給してい

ないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5961 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年１月 10 日から 36 年６月 28 日まで 

    Ａに係る脱退手当金について、脱退手当金の支給申請をした記憶はあ

るが、厚生労働省の記録によれば、Ｂにおける申立期間に係る脱退手当

金も合わせて支給されたことになっている。当該脱退手当金は請求して

おらず、受給もしていないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａを退職後、自ら社会保険事務所（当時）へ出向き、同社に

係る期間についてのみ脱退手当金の受給手続をした記憶があるとしている

ところ、申立期間と受給を認めている期間は、オンライン記録上、合算し

て脱退手当金が支給されたことになっている上、両方の期間を基礎とした

脱退手当金の支給金額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

また、当時の脱退手当金裁定請求書の様式においては、「（厚生年金被

保険者証の記号番号が分からないときは）初めて被保険者として使用され

た事業所」と「最後に被保険者として使用された事業所」を記入する欄が

設けられていたことから、申立期間も合わせて請求したと考えるのが自然

である。 

さらに、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給した

ことを疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5963 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①  昭和 35 年３月 23 日から 39 年４月 16 日まで 

                          ②  昭和 43 年４月 22 日から 44 年２月 10 日まで 

    申立期間は、脱退手当金が支給された記録になっている。しかし、私

は脱退できることを知らなかった。支給日頃は、長女出産のため実家の

あるＡ市の病院に入院していた。脱退手当金を受給したとされている期

間について、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①に係る厚生年金保険被保険者記号番号払出簿は、昭和 44 年

11 月 28 日に「Ｂ」から「Ｃ」へと姓の変更がなされ、申立期間②の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿で 44 年 12 月２日に申立期間②に係る厚生

年金保険被保険者記号番号を申立期間①の番号に重複取消しし、オンライ

ン記録では同月 12 日が脱退手当金の支給決定日となっていることから、

脱退手当金請求のために一連の事務手続がなされたものと推認できるとと

もに、申立期間の脱退手当金は法定支給額と一致している上、申立期間①

及び②に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当

金が支給されたことを示す「脱」の表示があるなど、一連の事務処理に不

自然さはうかがえない。 

また、申立人は「支給日頃は長女出産のため実家のＡ市の病院に入院し

ていた。」と供述しているところ、戸籍謄本により昭和 44 年＊月＊日に

長女がＡ市で出生したことは確認できるが、当時代理人による受領も可能

であったことから、申立人が受給しなかったことを裏付ける理由とするこ

とはできない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手



  

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5964 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年７月１日から 38 年 12 月１日まで 

             ② 昭和 39 年 10 月 12 日から同年 12 月４日まで 

    申立期間は、脱退手当金が支給された記録になっている。しかし、私

は受給していないので、脱退手当金を受給したとされている期間につい

て、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、昭和 41 年２月１日に脱退手当金が支給されたこ

とになっており、その支給額は申立期間①及び②の健康保険厚生年金保険

被保険者原票の記録から算出した脱退手当金の法定支給額と一致する。 

また、申立人は申立期間②の事業所を退職後、昭和 50 年８月に初めて

国民年金の資格取得手続していること、及び平成元年８月１日まで厚生年

金保険の加入歴が無いことからも、当時申立人が脱退手当金を受給するこ

とに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5965 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28 年 10 月１日から 33 年７月１日まで 

国（厚生労働省）からのはがきの記録では、Ａに勤務していた申立期

間が脱退手当金支給済期間となっているが、当時は母と生活し家の中の

ことは母に任せており、私は脱退手当金を請求した覚えも無く、受給も

していないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳(旧台帳)には、脱退手当金の算定の

ために必要となる標準報酬月額を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁

定庁へ回答したことが記録されている上、申立期間に勤務していた事業所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金を支給したこ

とを示す「脱」表示の記載もあり、その支給額に計算上の誤りは無く、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

 また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 


